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法曹養成制度の
改善方策について

◆はじめに◆◆はじめに◆

発足から約 7 年を経た法科大学院は、新しい法曹養成制度の中核として着実
な成果を生んできています。すでに法科大学院を修了した約 6,700 名の新法曹が、
社会の様々な分野に進出し活躍しています。

しかし、新しい法曹養成制度はいまだ成熟途上であり様々な問題を抱えてい
ます。具体的には、法科大学院の総定員が過剰で司法試験合格率が低下している、
修了者の一部に法律の基本的知識・理解や論理的表現能力の不十分な者が見ら
れる、法科大学院の実務導入教育にばらつきがあり司法修習との連携が十分で
ないなどの指摘があります。

特に、法科大学院志願者数が減少し続けていることは大きな問題であり、多
様なバックグラウンドを有する有能な人材を多数法曹に受け入れるという所期
の目的が実現困難な状況となっています。

このような問題点を解決し、社会の幅広い需要に応える法曹養成制度に成熟
させるために、法科大学院をはじめとする法曹養成の各課程において改善策の
実施が求められています。

日本弁護士連合会
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◆改善を目指す提言◆◆改善を目指す提言◆

１   法科大学院生・司法修習生への経済的支援
○奨学金、授業料減免の充実など、法科大学院生への経済的支援を充実
させるべきです

○司法修習生に給与を支給する制度を維持すべきです。

2   法科大学院
○地域適正配置と学生の多様性確保の観点をふまえ、統廃合を含めた方
策を通じて法科大学院の一学年総定員を大幅に削減すべきです。

○教育体制の整備が困難な法科大学院については、学生募集の停止を含
めた適切な措置がとられるべきです。

○成績評価と修了認定の厳格化のための方策をとるべきです。

3   司法試験
○司法試験への対応が法科大学院教育に好ましくない影響を与えている
現状に鑑み、司法試験の在り方を見直すべきです。

○合格水準が適切であるかが検証できるよう情報開示すべきです。
○受験回数制限を当面の間5年5回等に緩和すべきです。
○予備試験については、その実施状況を検証するとともに、制度趣旨の
実現に配慮し、法科大学院を中核とする法曹養成制度の理念を損ねる
ことのないよう運用すべきです。

4   司法修習
○法曹三者による実務修習開始前の集合的修習を実施すべきです。

5   継続研修
○新規登録弁護士の研修とすべての弁護士に向けた継続研修を一層充実
させます。

6   制度的基盤の充実と活動領域の拡大
○司法の制度的基盤の充実と法曹の活動領域拡大のための方策を実施す
べきです。
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○奨学金、授業料減免の充実など、法科大学院生への経済的支援を
充実させるべきです。

・貧富の差を問わず広く法曹への門戸を開き、経済的理由によって法科大学院へ
の入学が困難とならないようにすべきです。

・法科大学院生の修了時における借入金は、平均300万円を超えるとのデータもあ
ります。

・給付制奨学金制度の創設、貸与制奨学金の返還免除の拡大、授業料減免制度の
拡充を求めます。

○司法修習生に給与を支給する制度を維持すべきです。

・法曹は、社会的・公共的な使命を持って活動しています。そのような「社会生活
上の医師」である法曹を国費によって養成することは、国民にとって大変重要な
ことです。

・司法修習生は、最高裁の監督の下、修習専念義務を負い兼業禁止の拘束を受け
て実務研修を行っており、修習期間の生活を維持する給与が必要です。

・法科大学院生の多くは、修了時にすでに多額の借金を負っています。給費制の
廃止は、法曹志願者の経済的負担に拍車をかけてしまいます。

１   法科大学院生・司法修習生への経済的支援



4

○地域適正配置と学生の多様性確保の観点をふまえ、統廃合を含めた
方策を通じて法科大学院の一学年総定員を大幅に削減すべきです。

・法科大学院の定員が削減されれば、少人数のきめ細かな授業を行うことが可能
となり、未修者教育を含む教育の質の向上につながります。

・ 入学定員を削減し、新司法試験合格率を上げることで、非法学部出身者、社会
人経験者などの多様性あふれた、かつ優秀な法曹志望者の法科大学院への入学
が促進されます。また、法科大学院における教育を、その理念に沿った方向に
誘導する効果が期待できます。

・現在の法科大学院の定員は4,571人ですが（2011年度）、法科大学院での教育の質
を維持・向上させるためにさらに大幅に削減することが必要です。
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・他方、司法過疎・偏在の解消のためにも、法科大学院の地域適正配置に留意し、
地元に密着した法曹を、地元で養成すべきです。 
　また、社会人経験者や非法学部出身者を受け入れ、学生の多様性を確保しよ
うと努力を行っている法科大学院に対しても、十分な配慮が必要です。

2   法科大学院

（文部科学省のデータより作成）
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○教育体制の整備が困難な法科大学院については学生募集の停止を
含めた適切な措置がとられるべきです。

・教育の質の向上のためには、各法科大学院が定員削減にとどまらない努力を行う
ことが必要です。

・しかし、理念に沿った教育の実施が困難な法科大学院は、在学する学生に不当
な不利益が及ばないよう配慮しながら、他法科大学院との教育課程の共同実施
や他法科大学院との統合、さらには学生募集を停止して法科大学院を廃止する
ことをも含めた措置を講ずるべきです。

○成績評価と修了認定の厳格化のための方策をとるべきです。

・法科大学院修了者の質を確保するため、法科大学院における厳格な単位認定の
実施と、それに対する認証評価機関の適切な評価が必要です。
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○司法試験への対応が法科大学院教育に好ましくない影響を与えて
いる現状に鑑み、司法試験の在り方を見直すべきです。

・学生が司法試験の受験対策に相当の労力を費やさざるを得ず、法科大学院にお
ける授業など法科大学院教育の在り方に好ましくない影響を与えている現状を、
法科大学院教育の改善とともに、司法試験の科目・出題範囲等の見直しの面か
らも検討してゆくべきです。

○合格水準が適切であるかが検証できるよう情報開示すべきです。

・合格者のレベルが法科大学院教育を踏まえた適切な水準に設定されているかを
外部から検証できるようにするため、司法試験委員会は、必要な情報を開示す
べきです。

○受験回数制限を当面の間５年５回等に緩和すべきです。

・合格率が20％台に低迷し、受験控えする法科大学院修了者が少なくない現状
に鑑み、少なくとも当面の間、5年以内に5回まで受験できるとするなど、受
験回数制限の緩和を行うべきです。

○予備試験については、その実施状況を検証するとともに、制度趣
旨の実現に配慮し、法科大学院を中核とする法曹養成制度の理念
を損ねることのないよう運用すべきです。

3   司法試験
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○法曹三者による実務修習開始前の集合的修習を実施すべきです。

・新制度における司法修習は、実務修習（実務の見習い訓練）から始まります。し
かし、現在、法科大学院で行われている実務導入教育と実務修習との連携は、
必ずしも十分でありません。そこで当面の対策として、実務修習開始前に、司法
修習の一環としての法曹三者による何らかの集合的修習を実施すべきです。

○新規登録弁護士の研修とすべての弁護士に向けた継続研修を一層
充実させます。

・弁護士は「社会生活上の医師」として、弛まぬ研鑽による質の維持と向上が必要
です。社会の幅広い需要に応え、市民が求める質の高いリーガルサービスを提
供できるよう、日弁連は、新規登録弁護士の研修とすべての弁護士に向けた継
続研修を一層充実させます。

6   制度的基盤の充実と活動領域の拡大

○司法の制度的基盤の充実と法曹の活動領域拡大のための方策を実
施すべきです

・新しい法曹養成制度が、その理念に沿って充実、発展を遂げるためには、養成
された法曹が、司法の分野はもとより社会の様々な分野でその役割を十全に発
揮できることが必要です。
　そのためには、法律扶助の拡充や裁判所支部の充実など司法の制度的基盤の
充実をはかることが必要であるとともに、企業、中央省庁、地方自治体、国際機
関など司法の分野にとどまらない法曹の活動領域の拡大が必要であり、これらを
実現するための方策を実施すべきです。

4   司法修習

5   継続研修


